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現物給与の扱い
�：給与の一部として、金銭以外に自社の商品などの
物品を支給する場合の所得税の課税について教えて
下さい。
�：給与は、金銭で支給されるのが普通ですが、食事
の現物支給や商品の値引販売などのように次に掲げ
るような物又は権利その他の経済的利益をもって支
給されることがあります。
①　物品その他の資産を無償又は低い価額により譲渡
したことによる経済的利益
②　土地、家屋、金銭その他の資産を無償又は低い対
価により貸し付けたことによる経済的利益
③　福利厚生施設の利用など②以外の用役を無償又は
低い対価により提供したことによる経済的利益
④　個人的債務を免除又は負担したことによる経済的
利益
　これらの経済的利益を一般に現物給与といい、原則
として給与所得の収入金額とされますが、現物給与に
は、①職務の性質上欠くことのできないもので主とし
て使用者側の業務遂行上の必要から支給されるもの、
②換金性に欠けるもの、③その評価が困難なもの、④
受給者側に物品などの選択の余地がないものなど、金
銭給与と異なる性質があるため、特定の現物給与につ
いては、課税上金銭給与とは異なった取扱いが定めら
れています。
（物品を支給する場合）
・使用者が通常他に販売する物品を支給する場合には、
次に掲げる価額によります。
イ　製造業者が自家製品を支給する場合……製造業
者販売価額
ロ　卸売業者が取扱商品を支給する場合……卸売価
額
ハ　小売業者が取扱商品を支給する場合……小売価
額

・使用者が通常他に販売する物品でないものを支給す
る場合には、その物品の通常売買される価額により
ます。ただし、使用者が役員又は使用人に支給する
ために購入した物品で、購入時から支給時までの間
にその価額にさして変動がないものは、その物品の
購入価額によることができます。
（商品、製品等の値引販売）
　役員又は使用人に対し使用者の取り扱う商品、製品

等（有価証券及び食事を除きます。）の値引販売をする
ことにより、その役員又は使用人が受ける経済的利益
については、その値引販売が次のいずれにも該当する
場合には、課税されません。
イ　値引販売の価額が、使用者の取得価額以上で、
しかも、通常他に販売する価額のおおむね70％以
上であること。

ロ　値引率が、役員や使用人の全部について一律に、
又は役員や使用人の地位、勤続年数等に応じて全
体として合理的なバランスが保たれる範囲内の格
差により定められていること。

ハ　値引販売をする商品等の数量が、一般の消費者
が家事のために通常消費すると認められる程度の
ものであること。

（食事の支給）
　使用者が支給する食事（宿日直又は残業をした場合
に支給される食事を除きます。）については、その支給
を受ける人がその食事の価額の半額以上を負担すれば、
原則として課税されません。ただし、食事の価額から
その人の負担した金額を控除した残額（使用者の負担
額）が月額3,500円を超えるときは、使用者が負担した
全額が給与所得とされます。
　この場合の使用者の負担額が3,500円を超えるかど
うかは、消費税及び地方消費税の額を除いた金額によ
り判定します。
　このほか、食事を支給した場合の取扱いについては、
次のようなものがあります。
イ　通常の勤務時間外に宿日直又は残業をした役員
又は使用人に対し、これらの勤務をすることによ
り支給する食事については、課税されません。

ロ　乗船中の船員に対し船員法第80条第1項（食料の
支給）の規定により支給する食事については、課
税されません。
　なお、船員法第80条第1項の規定の適用がない漁
船の乗組員に対し、乗船中に支給する食事につい
ては、その乗組員の勤務がその漁船の操業区域に
おいて操業する他の同項の規定の適用がある漁船
の乗組員の勤務に類すると認められる場合に支給
するものに限り、課税されません。

（永年勤続記念品等の支給）
　永年にわたり勤務した役員又は使用人の表彰に当た
り、記念として旅行、観劇等に招待し、又は記念品を
支給することによりその役員又は使用人が受ける経済
的利益で、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
については、課税されません。
イ　利益の額が、その役員又は使用人の勤続期間等
に照らして、社会通念上相当と認められること。

ロ　表彰が、おおむね10年以上勤務した人を対象と
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し、かつ、２回以上表彰を受ける人については、お
おむね５年以上の間隔をおいて行われるものであ
ること。

（創業記念品等の支給）
　創業記念、増資記念、工事完成記念又は合併記念等
に際し、役員又は使用人に対しその記念として支給す
る記念品で、次に掲げる要件のいずれにも該当するも
のについては、建築業者、造船業者等が請負工事又は
造船の完成等に際して支給するものを除き、課税され
ません。
イ　支給する記念品が、社会通念上記念品としてふ
さわしいものであって、その価額（処分見込価額

により評価した価額）が10,000円以下のものであ
ること。

ロ　創業記念のように一定期間ごとに到来する記念
に際して支給する記念品については、創業後相当
な期間（おおむね５年以上の期間）ごとに支給す
るものであること。
　この場合の経済的利益の額が非課税限度額の
10,000円を超えるかどうかは、消費税及び地方消
費税の額を除いた金額により判定します。
（税制委員会：赤羽総一郎、青木稔、藤澤利幸

グループ稿）
（監修：関東信越税理士会　松本支部）
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　安曇野地域の美しい田園風景の中には古くからの屋
敷が点在しており、北アルプスの季節風を防ぎ、暑い
夏の日差しから涼を得るた
めに屋敷の周りに樹木が植
えられています。こうした
「屋敷林」が数多く存在し
ており、人々の生活と共に
長い歴史の中で作り上げら
れた先人達の智恵が屋敷林
のある美しい安曇野の田園
風景や山脈と調和する景観
に込められていることに気
付かされます。
　こうした屋敷林を学び、保全し、まちづくりに活か
すことを目的に、安曇野市では市民有志が中心となり
「屋敷林と歴史的まちなみプロジェクト」が発足して
おります。プロジェクトでは屋敷林調査を実施し、ガ
イドマップや報告書の作成、「屋敷林フォーラム」を開
催するなど精力的な活動がなされております。また所
有者が苦労する樹木維持の助けとなるべく、落ち葉拾
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い等に協力する「屋敷林サポーター」制度も整え、現
在約40名のボランティアが登録しているそうです。
　松本市では緑化推進のため、美観上特に優れた樹木
を「保存樹」に指定しており、現在100本が指定されて

います。最盛期には150本以
上が指定されていましたが、
多くが一般宅にあり、所有者
が近隣配慮や維持負担に耐え
きれず伐採する等その数は減
少しています。
　市では行政主体ではなく地
域住民主導での保護管理を目
指し、新しい保存樹のあり方
を検討しています。昨年11月
には保存樹の歴史的価値を伝

える見学ツアーを実施しました。落ち葉を巡るトラブ
ルが伐採の一因となっているため来年度へ向け落ち葉
拾い等に協力いただくボランティア組織の設立も目指
しているそうです。
　地域に安らぎと美しい景観をもたらす「屋敷林」や
「保存樹」を後世に伝えていくための活動が各地で始
まっております。　　　　　　　（川舩昌子編集委員）
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保存樹・屋敷林見学ツアーには大勢が参加


